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「あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 

今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！ 

 
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以下、化管法）の

見直しに向けた「化学物質排出把握管理促進法に関する懇談会」の報告書がまとまり、環境省から公

表されました。 

この懇談会は、化管法が施行 7 年後にあたる平成 19 年 3 月に､施行状況検討結果に基づき、必要

な措置を講ずることと規定されているため、化管法に基づく（1）化学物質排出・移動量届出（以下、

PRTR）制度、（2）化学物質安全性データシート（以下、MSDS）制度、（3）化学物質自主管理等の実施状

況を点検し、今後の課題及び対応の方向について検討しており、5 回の会合を経て報告書を取りまと

めました。 

報告書では、化管法の効果として、施行当初に比べ PRTR 対象物質の届出排出総量が 14％減少す

るなどの化学物質排出抑制効果を評価しましたが、PRTR 制度の課題として、（1）有害性データと組み

合わせた解析、排出量増減要因の把握、（2）廃棄物としての移動に関する届出事項の拡充、（3）化学

物質の製造・使用量及び貯蔵量を届出事項に追加することの更なる検討、（4）「化学物質の分類・表示

に関する世界調和システム」（以下、GHS）等を踏まえた対象物質の見直し、などが挙げられています。

また、MSDS制度では、（1）GHSへの適合の推進、（2）有害性データの提出や製造量の届出、製品の表

示等の措置を定めている化学物質審査規正法との一体的な検討の必要性、を提言しました。 

この懇談会の報告を踏まえ、今秋から、中央環境審議会において指摘された論点について見当を

開始するとの事です。 

 

当社では、PRTR 制度に基づく有機溶剤や化学物質等の分析を行っております。お気軽にご相談下

さい。 
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